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「
週
刊
文
春
」
に
お
い
て
、
木
原
誠
二
衆
議
院
議
員
の
親
族
が
不
審
死
事
件
の
重
要
参
考
人
と
し
て
警
視
庁
に
事
情
聴
取
さ

れ
て
い
た
旨
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
（
二
〇
二
三
年
七
月
十
三
日
号
、
同
年
七
月
二
十
日
号
等
）
。 

 

同
事
件
に
関
し
、
令
和
五
年
七
月
十
三
日
の
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
（
代
理
）
記
者
会
見
に
お
い
て
、
露
木
警
察
庁
長
官

か
ら
、
「
警
視
庁
に
お
い
て
、
捜
査
等
の
結
果
、
証
拠
上
事
件
性
が
認
め
ら
れ
な
い
旨
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
人

権
上
の
理
由
か
ら
、
事
案
の
詳
細
に
つ
い
て
お
答
え
を
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
」
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
。 

 

こ
れ
に
関
連
し
て
、
令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日
に
「
警
察
行
政
の
信
頼
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
質
問
第
六
九
号
）

を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
内
閣
か
ら
「
衆
議
院
議
員
原
口
一
博
君
提
出
警
察
行
政
の
信
頼
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」

（
内
閣
衆
質
二
一
二
第
六
九
号
）
（
以
下
「
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
を
受
領
し
た
。
答
弁
書
の
内
容
を
踏
ま
え
、
次
の
事
項
に

つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

右
事
件
に
関
し
て
、
「
記
者
会
見
に
お
い
て
、
警
察
庁
長
官
が
事
件
性
の
有
無
に
関
す
る
発
言
を
し
た
」
理
由
に
つ
い

て
、
答
弁
書
に
お
い
て
は
、
「
個
別
の
事
案
に
関
す
る
質
問
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
（
中
略
）
必
要
な
回
答
を
し
た
も
の
で

あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
今
後
、
警
察
庁
は
、
国
会
審
議
に
お
い
て
個
別
の
事
件
の
事
件
性
の
有
無
に
関
す
る
質
問
を
受
け
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た
場
合
、
右
記
者
会
見
と
同
様
に
、
必
要
な
回
答
を
し
て
い
た
だ
け
る
と
理
解
し
て
よ
い
か
。 

二 
「
警
察
法
」
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
施
行
以
来
、
右
事
件
の
ほ
か
に
、
右
事
件
と
同
様
に
、
個
別
の

事
件
に
関
し
て
、
「
記
者
会
見
に
お
い
て
、
警
察
庁
長
官
が
事
件
性
の
有
無
に
関
す
る
発
言
を
し
た
」
例
は
あ
る
か
。
ま

た
、
例
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
そ
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
の
か
。 

三 

国
家
公
安
委
員
会
に
よ
る
警
察
行
政
の
政
治
的
中
立
性
の
確
保
に
つ
い
て
、
法
令
又
は
内
規
に
お
い
て
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
。
な
お
、
「
内
規
」
と
は
、
例
え
ば
、
広
辞
苑
（
第
七
版
）
に
よ
れ
ば
、
「
内
部
の
規
定
。

内
々
の
き
ま
り
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。 

四 

国
家
公
安
委
員
会
に
お
い
て
、
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
、
ど
の
よ
う
な
業

務
を
行
っ
て
い
る
か
。
な
お
、
「
役
割
」
と
は
、
例
え
ば
、
広
辞
苑
（
第
七
版
）
に
よ
れ
ば
、
「
役
を
そ
れ
ぞ
れ
に
割
り
当

て
る
こ
と
。
ま
た
、
割
り
当
て
ら
れ
た
役
目
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
業
務
」
と
は
、
例
え
ば
、
広
辞
苑
（
第
七

版
）
に
よ
れ
ば
、
「
事
業
・
商
売
な
ど
に
関
し
て
、
日
常
継
続
し
て
行
う
仕
事
。
な
す
べ
き
わ
ざ
。
仕
事
。
」
と
さ
れ
て
い

る
。 

五 

国
会
議
員
が
警
察
庁
の
職
員
に
直
接
働
き
か
け
、
警
察
行
政
の
公
平
中
正
が
歪
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
法
令
又
は
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内
規
に
お
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
国
会
議
員
が
警
察
庁
の
職
員
に
個
別
に
警
察
行
政

に
関
す
る
要
望
等
を
行
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
か
。 

六 

国
会
議
員
の
働
き
か
け
や
国
会
議
員
へ
の
忖
度
に
よ
り
捜
査
の
公
平
中
正
が
歪
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と

考
え
る
。
都
道
府
県
警
察
に
お
け
る
捜
査
が
、
個
別
の
国
会
議
員
か
ら
の
捜
査
に
関
す
る
要
望
等
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
法
令
に
お
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
捜
査
が
個
別
の
国
会
議
員
か
ら
の
要

望
等
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
招
く
こ
と
が
な
い
よ
う
、
政
府
は
国
民
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
内

容
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


